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​水質検査計画について​

​水​​質​​検​​査​​は、​​水​​道​​水​​が​​水​​質​​基​​準​​に​​適​​合​​し​​安​​全​​で​​あ​​る​​こ​​と​​を​​保​​障​​す​​る​​た​​め​

​に不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。水質検​

​査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、検査項目等を定めたも​

​のです。​

​検査計画の内容​

​１　基本的な方針​

​２　水道事業の概要​

​３　原水及び水道水の状況​

​４　定期の水質検査​

​５　検査地点​

​６　臨時の水質検査​

​７　水質検査の方法​

​８　水質検査計画及び結果の公表について​

​９　検査結果の評価​

​１０　水質検査の精度と信頼性保証について​

​１１　関係者との連携​

​１　基本的な方針​

​　　本市では、安全で良質な水道水を供給するために、以下の方針で水質検査を行​

​います。​

​１）検査地点​

​　　水道法で義務づけられている水道水の検査を基本的には給水栓（蛇口）で行​

​います。更に原水（浄水場入口の水）、浄水（浄水場出口の水）で検査を行い​

​ます。​

​２）検査項目​

​　　水質検査は、水道法で検査が義務づけられている項目と水質管理上必要と判​

​断した項目について行います。​

​３）検査頻度​

​　　水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は、給水栓で​

​１日１回行います。​

​水質基準項目の検査は、​​表１​​のとおり行います。​

​２　水道事業の概要​

​　　那須塩原市水道事業の水道は、表流水３箇所（那珂川水源（黒磯）、木の俣川​

​水源、那珂川水源（西那須野））、湧水６箇所（尾頭沢水源、喜十六水源、赤川​

​水源、関谷水源、金沢下組水源、沢名川水源）、伏流水２箇所（ウトウ沢取水​



​堰、ウトウ沢取水井）、浅井戸２箇所（鳥野目第３水源、箒川水源）、深井戸２​

​箇所（鳥野目地下水、新湯取水井水源）を水源としております。​

​　　また、北那須水道用水供給事業（栃木県企業局）から浄水を受水しています。​

​　　浄水施設の概要は​​表２​​のとおりです。​

​３　原水及び水道水の状況​

​１）原水（浄水場入口の水）の状況​

​　　水源地域に特に問題となる工場等はありませんが、那珂川水源から浄水場取​

​水口の間では、農地等の有機物汚濁について監視していく必要があります。​

​２）水道水の状況​

​　　水道水は水質基準を全て満たしており、安全で良質な水を届けております。​

​４　定期の水質検査​

​１）毎日の検査​

​　　水道水の色及び濁り並びに消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査は、水道​

​法に基づき１日１回行います。また、原水（浄水場入口の水）及び浄水（浄水​

​場出口の水）についても１日１回行います。​

​２）水質基準項目の検査（５２項目）​

​　　水道水の水質基準項目の検査は（１）～（３）及び​​表１​​のとおり行います。​

​原水については、水質基準適用外ですが、厚生労働省通知では水質基準項目の​

​検査について、水質が最も悪化していると考えられる時期を含んで少なくとも​

​１年に１回の実施が求められているため、​​表１​​のとおり行います。​

​（１）１ヶ月に１回の検査項目​

​下記の９項目については１ヶ月に１回の検査を行います。​

​〔一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素量TOC）、ｐＨ​

​値、味、臭気、色度、濁度〕​

​（２）概ね３ヶ月に１回の検査項目​

​下記の１７項目については３ヶ月に１回の検査を行います。​

​ただし、​​法令により条件を満たす（※）​​配水系統については、検査頻度を​

​１年に１回の検査としています。​

​〔シアン化合物イオン及び塩化シアン、ペルフルオロオクタンスルホン酸​

​（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）、塩素酸、クロロ酢酸、ク​

​ロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロ​

​メタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルム​

​アルデヒド、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、カルシウ​

​ム・マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物〕​

​（３）１年に１回の検査項目​

​上記（１）の９項目と（２）の１７項目以外の２６項目のうちジェオスミ​

​ン、２－メチルイソボルネオールを除く２４項目については、​​法令により条​

​件を満たす場合に限り（※）​​、３年に１回まで検査頻度を減らすことができ​

​る項目もありますが、安全性や安心を確保することから、省略可能な項目に​



​ついても１年に１回の検査を実施します。​

​ジェオスミン、２－７メチルイソボルネオールの２項目については、藻類​

​の発生時期に１か月に１回以上検査するとされていることから、１年に１回​

​の検査を実施します。​

​（※）​​水道法施行規則第１５条第３項では、過去３年間の検査結果がすべて​

​基準値の５分の１以下である項目については、おおむね１年に１回以​

​上に緩和することができ、また、過去３年間の検査結果がすべて基準​

​値の１０分の１以下である項目については、おおむね３年に１回以上​

​に検査回数を緩和することができます。​

​３）その他​

​　　水質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、水​

​質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目については、​

​水質基準に準じ、必要な項目については​​表３​​のとおり水質検査を行います。​

​　　また、クリプトスポリジウム関係項目については、より安全を確認するため​

​表４​​のとおり検査を行います。​

​　​

​５　検査地点​

​１）毎日の検査については、原水５箇所、浄水６箇所、末端４１箇所で行いま​

​す。（​​表５​​）​

​２）水質基準項目の検査は水源・配水系統を考慮して、原水１５箇所、給水栓３​

​８箇所で実施します（​​表６・図１参照​​）。​

​６　臨時の水質検査​

​　水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質​

​検査を行います。​

​（１）水源の水質が著しく悪化したとき​

​（２）水源に異常があったとき​

​（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行してい​

​るとき​

​（４）浄水過程に異常があったとき​

​（５）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあると​

​き​

​（６）その他特に必要があると認められるとき​

​７　水質検査方法​

​１）毎日の検査については、民間委託により行います。​

​２）水質基準項目等の検査は、環境省登録検査機関に委託して行います。​

​　　水質検査方法は水質基準に関する省令（平成１５年５月３０日　厚生労働省​

​令第１０１号）に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき環​

​境大臣が定める方法」（平成１５年７月２２日　厚生労働省告示第２６１号）​



​により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法（日本水道​

​協会編）などにより行います。​

​８　水質検査計画及び結果の公表について​

​　　水質検査計画や水質検査結果については、那須塩原市のホームページで公表す​

​るとともに、整備課で閲覧できるようにします。​

​９　検査結果の評価​

​　　検査結果の評価は検査ごとに行います。また、検査の結果をもとに、必要があ​

​れば検査計画を見直していきます。​

​１０　水質検査の精度と信頼性保証について​

​　　　結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保証するため厚生労働省登​

​録検査機関に検査委託し、定期的に委託機関の精度管理実施状況（内部精度管​

​理、外部精度管理）の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認していきます。​

​１１　関係者との連携​

​那須塩原市は、水道水の安全性を確保していくため、河川管理者（国や​

​県）、他の水利権者（電力会社等）、県や市の水道事業関連部局との連携・情​

​報交換を図り、水質保全に万全を期しています。​

​連絡先　〒３２９－２７９２​

​　　　　栃木県那須塩原市あたご町２番３号​

​　　　　那須塩原市 上下水道部 整備課 水道施設係​

​　　　　TEL　０２８７－３７－５２１７​

​　　　　FAX　０２８７－３７－５１１５​

​メールアドレス　seibi@city.nasushiobara.tochigi.jp​


